
男女共同参画の推進には、行政の取組だけでなく、県民、事
業者、関係団体等の主体的な取組と、県民一人ひとりの意識改
革が必要です。
そこで、県民、市町村、県が一体となり男女共同参画を推進

するため、県民と行政とのパイプ役となり、地域に根ざした活
動をしていただく「男女共同参画地域推進員」を募集します。

家事・育児・介護

男女共同参画社会とは･･･

男女が互いにその人権を
尊重しつつ、ともに責任
も分かち合い、男性も
女性も個性と能力を十分に
発揮することができる社会

問合せ先
君津市
市民生活課 市民生活係
TEL：0439-56-1565


